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ケーブルの入口は地面からのよごれたはね水で逆に影響を受けることのないように位置 

し、あるいは遮蔽されていなければならない。 

合否は、目視検査により判定する。もし必要ならば据え付け試験により検査しなけれ 

ばならない。 

注－  例えば、この要求事項は地面に打ち込むためのスパイク上の停止板の手段で満足させられる

だろう。この場合、地面からケープル入口の距離は少なくとも 10cm である。 

7.6.4 IEC 598-1 の第４章の 4.6 は適用しない。 

7.6.5  可搬形庭園灯器具は２つ以上のケーブル入口があってはいけない。  

合否は、目視検査により判定する。 

7.6.6  他の照明器具に電力を供給するコンセントとそれに関連するプラグとの間の接続は、 

塵埃と水気に対する保護等級は IP53 またはそれ以上であること。 

クラスⅡ照明器具の電源コンセントは、他のクラスⅡ照明器具のコンセントにだけ接

続ができるような非標準的なものであること。 

注－ クラスⅡ照明器具のコンセントにクラスⅠ照明器具が接続された時、接地の接続ができなくなっ

てしまうので、クラスⅡ照明器具に標準プラグを用いた機器が接続できないようにするのがこの規

定の目的である。 

クラスⅠ照明器具の電源コンセントは、クラスⅠ照明器具又はクラスⅡ照明器具のみ 

が接続できて、かつ、次の規格に準拠していること。 

IEC 83 :配線用差込接続器の標準 

IEC 906：家庭用差込接続器の IEC システム 

合否は、目視検査により判定する。 

7.6.7  ランプソケットとプラグはトラッキングに耐える材料であること。 

合否は、IEC 598-1 の第 13 章 13.4 に記述の試験で判定すること。 

 

7.7  沿面距離と空間距離 

IEC 598-1 の第 11 章の規定を適用する。 

 

7.8  保護接地 

IEC 598-1 の第７章の規定を適用する。 

 

7.9  端子 

IEC 598-1 の第 14 章、第 15 章の規定を適用する。 

 

7.10  外部及び内部配線 

7.10.1 から 7.10.3 の要求事項と共に IEC 598-1 の第５章の規定を適用する。 

7.10.1  可とうケーブルあるいはコードとプラグをつけないで出荷される可搬形庭園灯器具は、 

 可とうケーブルあるいはコードを適切に接続するために、端子、コード取付部及び入口 

開口部がなければならない。 

合否は、目視検査により判定する。もし必要ならば据え付け試験によりチェックすべき

である。 

7.10.2 下記の要求事項は、IEC 598-1 の第５章 5.2.2 の修正である。 

可搬形庭園灯器具では、非着脱式の可とうケープルあるいはコードは、245 IEC 53 タ 

イプ(IEC 245 に詳述されている：定格電圧が 450/750 以下のゴム絶縁ケーブル)のコード

より同等以上の厚さを有し、ポリクロロプレンあるいは同等の合成材料の外装のついたも

の又は別表第一に適合するキャブタイヤコード又はキャプタイヤケープルであってその断

面積が 0.75mm2 以上のものでなければならない。 

合否は、目視検査により判定する。 
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7.11   感電に対する保護 

IEC 598-1 の第８章の規定を適用する。 

 

7.12  耐久性試験と温度試験 

IEC 598-1 の第 12 章の規定を適用する。IP20 以上の IP 分類の照明器具は、9.2 の試験

の後で、しかも IEC 598-1 の第９章の 9.3 の試験の前に IEC 598-1 の第 12 章の 12.4，

12.5 及び 12.6 の試験を行う。以上は、IEC 598-2 のこの章の 7.13 に規定されている。 

 

7.13   塵埃及び水気の侵入に対する保護 

IEC 598-1 の第９章の規定を 7.13.1 の要求事項と共に適用する。IP20 以上の IP 分類の 

照明器具に関して、IEC 598-1 の第９章の規定の試験の順序は、IEC 598-2 のこの章の 7. 

12 に規定されているようにしなければならない。 

7.13.1 クラスⅡ可搬形庭園灯器具は起こり得る最も不利なひっくり返った状態で試験しなけれ

ばならない。 

 

7.14    絶縁抵抗と耐電圧 

IEC 598-1 の第 10 章の規定を適用する。 

 

7.15  耐熱、耐火性及び面トラッキング性 

IEC 598-1 の第 13 章の規定を適用する。 
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